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総合計画は、本市が目指すまちの将来像に向かい、どのようにまちづくりをしていくかという方針に

ついて、市民と共有し、協働して行動していくための市政運営における最上位の計画です。

計画期間を５年間とし、計画終了後は計画の全面

にわたる見直しを行うことで、デジタル時代のスピー

ドや社会の変化に柔軟に対応できるようにします。

総合計画は、各施策に基づく事業の内容や指標な

どについて、外部組織の意見を聞きながら毎年度検

証を実施することによって進捗管理を行い、ＰＤＣＡ

サイクルの確実な実行に努めます。

総合計画では、まちの将来像である「あふれる笑顔のまち村上」の実現を目指し、５つの基本目標に

合わせた 32 の政策分野ごとに施策や事業を進めます。

「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の三層構造で構成します。

本市が目指すまちの将来像を定め、これを実現す

るための方向性や政策方針を示しています。

■基本構想：

基本構想に基づき、政策分野ごとに課題や方策を

明らかにし、主な施策を示したものです。

■基本計画：

基本計画に基づき、主な施策に対応する各種事業

計画です。

■実施計画：

令和４年度～令和８年度（５年間）

あ
ふ
れ
る
笑
顔
の
ま
ち
村
上 図１　総合計画の構成

図２　ＰＤＣＡサイクル

将来像 基本目標 政策分野

１ 子育てと

　　健康のまち

２ 豊かで

　　安心なまち

３ 魅力ある

　　賑わいのまち

４ 人が輝く

　　郷育のまち

５ 多様性が

　　広がるまち

1－1 子育て

1－2 健康・医療

1－3 高齢者福祉

1－4 障がい者福祉

1－5 地域福祉

 
2－1 防災

2－2 消防・救急

2－3 防犯・交通安全

2－4 環境・エネルギー

2－5 生活衛生

2－6 上下水道

2－7 河川・海岸

2－8 道路

2－9 公共交通

2－10 市街地・景観

2－11 住環境

 
3－1 農業

3－2 林業

3－3 水産業

3－4 商工業

3－5 観光

3－6 港

3－7 就労・雇用

 
4－1 学校教育

4－2 生涯学習

4－3 文化芸術

4－4 スポーツ

 
5－1 共生社会

5－2 地域づくり

5－3 広報広聴

5－4 デジタル

5－5 行政運営

〒958-8501　新潟県村上市三之町1番1号    Tel:0254-53-2111 　　Fax：0254-53-3840

令和４年３月作成

第3次村上市総合計画
令和4年度～令和8年度
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笑顔のまち
村 上
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笑顔のまち
村 上

子育て支援センター

外観修景による歴史的景観の保全

新鮮な魚が並ぶ漁協での競り

村上市スケートパーク体験会

デジタルツール

村上市企画戦略課お問い合わせ
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基本理念

第３次村上市総合計画

これまで将来像としてきた
　「笑顔のまち村上」を更に高め、
　　幸せや元気が沸き立つようにあふれるまちへ

あふれる笑顔のまち村上
やさしさと輝きに満ちた
笑顔のまち村上

第 2次村上市総合計画
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中央拠点地域中央拠点地域
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通信

本市将来の姿を展望しながら、市内で多様なサービスの提供拠点が集積している村上、荒川、

府屋・勝木の市街地及び集落をそれぞれ「中央」「南部」「北部」拠点地域とし、これらの拠点

地域と市内各地をネットワーク化することにより、市民生活の利便性向上や産業振興、地域活性

化を促進させ、本市の一体的な土地利用を進めます。

また、生活面や産業面からのネットワークやデジタル通信なども考えた複合したネットワーク

を形成することにより、広大な本市においても利便性が感じられるよう土地利用を進めます。

デジタル社会の到来によって大き

く社会構造が変化する時代に対応し

ていくための基本方針を定め、先進

技術の進歩などで産業や生活などの

社会改革が起こる時代に向けて、新

たな技術や好機を成長につなげてい

くための指針とします。

（目標として私たちが目指すまちの姿）

（取組を支えるステージづくり）

土地利用構想

デジタル基本方針

（すべての取組や施策、事業に通じる考え方）

（将来像を実現するための取組）
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３つの要素によって

広がるまちづくり

～ まちづくりのエンジン ～

　子育てしやすいまちと支え合いが広がるまちづくりにより、健康で

安心できる暮らしの実現を目指します。

子育てと健康のまち基本目標１

　あらゆる災害からいのちを守る体制を整えるとともに、豊かで美しい

郷土を守り、安全で暮らしやすいまちを目指します。

豊かで安心なまち基本目標２

　多様なニーズへの柔軟な対応とチャレンジへの応援により、産業の

魅力向上と市内経済の好循環を目指します。

魅力ある賑わいのまち基本目標３

　本市固有の伝統文化を守り伝えながら、地域と協働する郷育の推進により、

優れた人材の育成と郷土の誇りの醸成、地域の活力向上を目指します。

人が輝く郷育のまち基本目標４

　多様な人材が活躍し、様々な主体が連携、協働しながら持続・成長できる

まちを目指します。

多様性が広がるまち基本目標５
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中央、南部、北部の３地

点とし、サービスが集積さ

れた地域です。

拠点地域

観光、産業、スポーツ、文

化施設など、一定規模があ

り、分野に特化した拠点や

地域です。

機能別拠点

連携コミュニティ

複数の近接する集落同士

が生活目線で連携・協力し

合う体制です。

図３　拠点(地域)と生活圏ネットワーク

ボーダーレスな（境界がなくなる）環境を活かす

誰もが安心して新しい技術を使えるようにする

サービスの必要性を見極める

方針

１

方針

２

方針

３
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